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■
粗
大
ご
み
の
収
集
日
に
つ
い
て

　

粗
大
ご
み
の
収
集
は
、
４
月
か
ら
11

月
ま
で
の
第
一
土
曜
日
に
電
話
予
約
に

よ
る
戸
別
収
集
を
行
っ
て
い
ま
す
。
お

申
し
込
み
は
収
集
日
の
前
々
日
の
木
曜

日
ま
で
（
木
曜
日
が
祝
日
の
場
合
は
、

そ
の
前
日
ま
で
）
で
す
。

■
粗
大
ご
み
の
出
し
方

① 

西
天
北
五
町
衛
生
施
設
組
合
に
電

話
で
申
し
込
み
、
受
付
番
号
を
取
得
し

ま
す
。

② 

粗
大
ご
み
処
理
券
（
シ
ー
ル
）
を

取
扱
小
売
店
で
購
入
し
ま
す
。

③ 

処
理
券
に
先
ほ
ど
の
受
付
番
号
と

名
前
を
記
入
し
、
粗
大
ご
み
の
見
や
す

い
と
こ
ろ
に
処
理
券
を
貼
り
付
け
ま

す
。

④ 

申
し
込
み
時
に
打
ち
合
せ
し
た
日

に
玄
関
前
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
補
足
事
項

　

直
接
搬
入
す
る
場
合
は
、
土
日
、
年

末
年
始
（
12
月
31
日
～
１
月
３
日
）
の

休
み
以
外
は
い
つ
で
も
受
入
れ
し
て
い

ま
す
（
受
入
時
間
は
、
午
前
９
時
～
正

午
、
午
後
１
時
～
午
後
４
時
）。

　

直
接
搬
入
す
る
場
合
は
、
組
合
に
申

回収月 申込締切日 収集日
４月 4月4日（木） 4月6日（土）
５月 5月2日（木） 5月4日（土）
６月 5月30日（木） 6月1日（土）
７月 7月4日（木） 7月6日（土）
８月 8月1日（木） 8月3日（土）
９月 9月5日（木） 9月7日（土）
10月 10月 3日（木） 10月5日（土）
11月 10月 31日（木） 11月2日（土）

し
込
む
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
直
接
、

西
天
北
リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ
へ
搬
入
し

て
く
だ
さ
い
。
粗
大
ご
み
処
理
券
も
プ

ラ
ザ
で
販
売
し
て
い
ま
す
。

　

以
前
の
粗
大
ご
み
処
理
券
（
５
０
０

円
の
記
載
あ
り
）は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

ご
み
袋
販
売
店
に
古
い
粗
大
ご
み
処
理

券
を
お
持
ち
い
た
だ
き
、
追
加
の
40
円

を
支
払
え
ば
新
し
い
処
理
券
と
交
換
で

き
ま
す
。
新
し
い
処
理
券
に
は
金
額
の

記
載
は
あ
り
ま
せ
ん
。

西
天
北
五
町
衛
生
施
設
組
合

☎
０
１
６
３
２
（
５
）
１
１
５
４

粗
大
ご
み
の
収
集
日

　

天
塩
町
に
お
住
ま
い
で
、
次
に
該
当

す
る
方
に
「
日
常
生
活
活
動
支
援
券
」

を
交
付
い
た
し
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方

は
、
印
鑑
を
持
参
の
う
え
、
福
祉
課
福

祉
係
ま
た
は
雄
信
内
支
所
へ
お
越
し
下

さ
い
。

【
最
大
30
枚
交
付
】

①
70
歳
以
上
の
高
齢
者

【
最
大
48
枚
交
付
】

②
70
歳
以
上
の
免
許
返
納
者

③
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
２
級（
肢

体
障
害
の
場
合
１
～
４
級
ま
で
）

所
持
者

④
精
神
障
害
者
保
険
福
祉
手
帳
１

級
所
持
者

⑤
療
育
手
帳
Ａ
判
定
の
者

⑥
要
介
護
認
定
者
で
、
か
つ
世
帯

構
成
員
全
員
非
課
税
で
あ
る
こ
と

交
付
の
対
象
に
な
る
方

交
付
の
対
象
に
な
る
方

※
②
～
⑥
で
交
付
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、

対
応
す
る
本
人
確
認
書
類
（
運
転
経
歴
証

明
書
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
精
神
障
害
者

福
祉
手
帳
、
療
育
手
帳
）
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

※
①
に
該
当
す
る
方
で
、
運
転
経
歴
証
明

書
を
提
示
し
た
方
は
、
18
枚
を
上
限
に
追

加
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
年
度
の
途
中
か
ら
券
の
交
付
を
受
け
る

方
は
、
月
割
の
枚
数
と
な
り
ま
す
。

★
原
則
、
ご
本
人
し
か
利
用
で
き
ま
せ
ん

・
入
浴
券
と
し
て
利
用
す
る
場
合
、
介

助
が
必
要
な
場
合
は
そ
の
介
助
者
も
利

用
で
き
ま
す
。

・
ハ
イ
ヤ
ー
運
賃
助
成
券
と
し
て
ご
本

人
以
外
が
利
用
す
る
場
合
、
買
い
物
な

ど
の
用
事
を
依
頼
さ
れ
た
介
助
者
や
親

族
の
方
に
限
り
、
利
用
で
き
ま
す
。

・
亡
く
な
ら
れ
た
方
の
券
を
使
用
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
交
付
さ
れ
た
方

が
亡
く
な
っ
た
と
き
は
、
役
場
へ
お
返

し
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま

す
。
不
正
利
用
が
判
明
し
た
場
合
、
券

の
返
還
を
命
じ
る
ほ
か
、
今
後
の
交
付

を
停
止
い
た
し
ま
す
。

★
切
り
取
っ
て
し
ま
っ
た
券
は
利
用
で

き
ま
せ
ん

・
一
度
切
り
取
っ
て
し
ま
っ
た
券
は
無

効
と
な
り
、
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

・
誤
っ
て
券
を
切
り
取
っ
て
し
ま
っ
た

場
合
は
、
券
と
一
緒
に
冊
子
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

★
紛
失
に
よ
る
再
交
付
は
で
き
ま
せ
ん

・
券
を
な
く
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
再

交
付
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
願
い

ま
す
。
た
だ
し
、
汚
損
・
破
損
し
て
し

ま
っ
た
場
合
は
、
残
り
の
枚
数
分
の
券

を
交
付
し
ま
す
。

福
祉
課
福
祉
係

☎
０
１
６
３
２
（
２
）
１
７
２
８

日
常
生
活
活
動
支
援
券

⑴
食
べ
物
や
ゴ
ミ
は
必
ず
持
ち
帰
る
。

⑵
一
人
で
野
山
に
入
ら
な
い
。

⑶
鈴
な
ど
を
身
に
着
け
、
音
を
出
し
な

が
ら
歩
く
。

⑷
事
前
に
ヒ
グ
マ
の
出
没
情
報
を
確
認

し
て
お
く
。

⑸
薄
暗
く
な
っ
て
か
ら
野
山
に
入
ら
な

い
。

⑹
ヒ
グ
マ
の
フ
ン
や
足
跡
を
見
つ
け
た

ら
引
き
返
す
。

⑺
生
ゴ
ミ
は
収
集
日
の
朝
に
出
す
。

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
に

住
民
課
住
民
安
全
係

☎
０
１
６
３
２
（
９
）
７
７
５
０

春
は
ヒ
グ
マ
に
注
意
！

　

春
は
、
ヒ
グ
マ
が
冬
眠
か
ら
目
覚
め

行
動
が
活
発
に
な
り
ま
す
。
冬
眠
明
け

の
ヒ
グ
マ
は
、
ウ
ド
や
フ
キ
な
ど
の
山

菜
を
よ
く
食
べ
る
こ
と
か
ら
、
山
菜

採
り
で
ヒ
グ
マ
と
遭
遇
す
る
確
率
が
高

ま
り
ま
す
。
ま
た
、
ヒ
グ
マ
の
肉
食
傾

向
が
強
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お

り
、
エ
ゾ
シ
カ
の
死
体
に
執
着
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
町
内
で
も
牧
草
地

や
海
岸
、
市
街
地
の
近
く
な
ど
の
人
目

に
つ
く
場
所
で
の
目
撃
や
痕
跡
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。
ヒ
グ
マ
に
遭
わ
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
、
次
の
基
本
的
な

ル
ー
ル
を
守
り
ま
し
ょ
う
。
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■
退
職
し
た
時
は
届
け
出
を
！

　

会
社
を
退
職
し
た
時
は
、
厚
生
年
金

の
加
入
も
終
わ
り
ま
す
。
退
職
し
た
時

に
60
歳
未
満
で
あ
れ
ば
引
き
続
き
国
民

年
金
に
加
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た

め
、役
場
へ
届
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
保
険
証
の
扶
養
に
入
っ
て
い
た

配
偶
者
に
つ
い
て
も
同
様
に
届
出
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

《
手
続
き
に
必
要
な
も
の
》

・
年
金
番
号
の
わ
か
る
書
類

※
手
続
き
の
際
に
退
職
し
た
日
を
確
認

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

■
納
付
は
便
利
な
口
座
振
替
で
！

　

令
和
６
年
度
の
国
民
年
金
の
保
険
料

は
１
ヶ
月
１
万
６
９
８
０
円
で
す
。
現

金
で
納
付
す
る
ほ
か
に
口
座
振
替
制
度

が
あ
り
ま
す
。
納
め
忘
れ
も
な
く
、
毎

月
、
金
融
機
関
等
に
行
く
手
間
も
省
け

て
大
変
便
利
で
す
。

《
お
得
な
割
引
制
度
も
あ
り
ま
す
》

・
早
割
制
度･･･

当
月
分
の
保
険
料
を

当
月
末
に
振
替
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

各
月
60
円
割
引
に
な
り
ま
す
。

・
前
納
制
度･･･

一
定
期
間
の
保
険
料

を
ま
と
め
て
振
替
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
最
大
１
万
６
５
９
０
円
割
引
に
な

り
ま
す
。

※
６
ヶ
月
前
納
（
１
１
６
０
円
お
得
）、

種類 保険料の額 免除期間の
老齢年金の額 所得審査の対象

免
除

全額免除 0 円 ４／８ 申請者本人とそ
の配偶者及び世
帯主（対象者が
失業中の場合は
審査対象外）

3/4 免除 4,250 円 ５／８

半額免除 8,490 円 ６／８

1/4 免除 12,740 円 ７／８

猶
予

納付猶予 0 円 年金額には
反映されま

せん

申請者本人と
その配偶者

学生
納付特例 0 円 申請者本人

１
年
前
納
（
４
２
７
０
円
お
得
）、
２

年
前
納
（
１
万
６
５
９
０
円
お
得
）

※
４
月
～
９
月
分
の
６
ヶ
月
前
納
、
１

年
前
納
、
２
年
前
納
は
２
月
末
を
も
っ

て
受
付
を
終
了
し
て
い
ま
す
。

※
金
融
機
関
と
の
手
続
き
の
関
係
上
、

振
替
希
望
月
の
前
月
上
旬
ま
で
に
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

■
保
険
料
を
納
め
ら
れ
な
い
と
き

　

経
済
的
な
理
由
な
ど
に
よ
り
保
険
料

の
納
付
が
困
難
な
と
き
は
「
全
額
免
除

制
度
」「
一
部
納
付
制
度
」「
納
付
猶
予

制
度
」
が
あ
り
ま
す
（
左
表
）。
ま
た
、

学
生
の
方
に
は「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

が
あ
り
ま
す
（
い
ず
れ
も
所
得
審
査
あ

り
）。
未
納
に
し
て
し
ま
う
と
、
将
来

の
老
齢
年
金
だ
け
で
な
く
、
万
が
一
の

と
き
に
障
害
年
金
・
遺
族
年
金
が
受
給

で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
免
除
は

過
去
２
年
１
ヶ
月
分
ま
で
遡
っ
て
申
請

が
行
え
ま
す
。

《
手
続
き
に
必
要
な
も
の
》

①
年
金
番
号
の
わ
か
る
書
類 

②
所
得

審
査
の
対
象
者
が
失
業
中
の
場
合
は

「
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
」
又
は「
雇

用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
」 

③
学
生
納

付
特
例
の
申
請
は
「
在
学
証
明
書
」
又

は
「
学
生
証
の
写
し
」

《
追
納
制
度
が
あ
り
ま
す
》

　

免
除
や
納
付
猶
予
を
受
け
た
期
間
の

保
険
料
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
年
金
請
求
書
が
届
い
た
ら
…
…

　

年
金
を
受
け
取
る
権
利
の
あ
る
方
に

は
、
支
給
開
始
年
齢
に
達
す
る
お
誕
生

日
の
約
３
ヶ
月
前
に
、
年
金
請
求
書
が

届
き
ま
す
。
請
求
手
続
き
は
お
誕
生
日

の
前
日
か
ら
可
能
で
す
。
ま
た
、
66
歳

以
降
に
請
求
し
て
受
け
取
る
年
金
額
を

増
や
せ
る
繰
り
下
げ
請
求
も
ご
ざ
い
ま

す
。
希
望
さ
れ
る
方
は
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

《
手
続
き
に
必
要
な
も
の
》

①
通
帳 

②
身
分
証
明
書

福
祉
課
福
祉
係

☎
０
１
６
３
２
（
２
）
１
７
２
８

国
民
年
金

■
児
童
手
当
制
度
に
つ
い
て

　

児
童
手
当
は
、
中
学
校
卒
業
ま
で

（
15
歳
の
誕
生
日
後
の
最
初
の
３
月
31

日
ま
で
）
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

支
給
額
は
次
の
と
お
り
で
す
。

※児童を養育している方の所得が所得制限限度額
以上の場合は、特例給付として月額一律 5,000
円を支給します。
※「第３子以降」とは、高校卒業まで（18 歳の
誕生日後の最初の 3 月 31 日まで）の養育してい
る児童のうち、3 人目以降をいいます。

福
祉
課
福
祉
係

☎
０
１
６
３
２
（
２
）
１
７
２
８

児
童
手
当
制
度
の
ご
案
内

児童の年齢 児童手当の額
（1 人あたり月額）

3 歳未満 一律 15,000 円
3 歳以上

小学校修了前
10,000 円

第 3 子以降は 15,000 円
中学生 一律 10,000 円

　

毎
年
６
月
・
10
月
・
２
月
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
の
手
当
を
支
給
し

ま
す
（
例
え
ば
、
６
月
の
支
給
日
に
は

２
～
５
月
分
の
手
当
を
支
給
し
ま
す
）。

■
認
定
請
求
に
つ
い
て

　

お
子
さ
ま
が
生
ま
れ
た
と
き
や
、
他

の
市
町
村
か
ら
転
入
し
て
き
た
と
き
に

は
、
現
住
所
の
市
区
町
村
に
認
定
請
求

書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

《
認
定
請
求
に
必
要
な
も
の
》

・
通
帳
の
写
し

・
保
護
者
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
確
認
で

き
る
書
類

※
こ
の
他
に
も
、
必
要
に
応
じ
て
追
加

資
料
を
提
出
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
。

■
各
種
届
出
に
つ
い
て

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は

届
出
が
必
要
で
す
。

①
児
童
手
当
を
受
け
て
い
る
方
で
、
新

た
に
お
子
さ
ん
が
生
ま
れ
た
と
き
（
額

改
定
）

②
受
給
者
や
住
所
、
支
給
口
座
等
を
変

更
さ
れ
た
と
き
（
変
更
届
）

③
児
童
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
な
ど
に

よ
り
、
支
給
対
象
児
童
が
い
な
く
な
っ

た
と
き

④
他
の
市
区
町
村
へ
転
出
す
る
と
き

（
喪
失
届
）
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■
６
月
に
保
険
料
額
を
通
知
し
ま
す

　

令
和
６
年
度
の
保
険
料
に
つ
き
ま
し

て
は
、
６
月
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

保
険
料
の
計
算
方
法
は
左
図
の
と
お

り
で
す
。

■
保
険
料
の
納
め
方

　

保
険
料
の
納
め
方
は
、
原
則
「
年
金

天
引
き
」
で
す
。
た
だ
し
、
次
の
⑴
～

⑶
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
方
は

「
年
金
天
引
き
」
の
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
の
で
、「
納
付
書
」
ま
た
は
「
口
座

振
替
」
に
て
お
納
め
く
だ
さ
い
。

⑴
介
護
保
険
料
が
「
年
金
天
引
き
」
さ

れ
て
い
な
い
方
（
年
金
額
が
年
額
18
万

円
未
満
の
方
）

福
祉
課
保
険
係

☎
０
１
６
３
２
（
２
）
１
７
２
８

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

⑵
介
護
保
険
と
後
期
高
齢
者
医
療
の
保

険
料
の
合
計
額
が
、
介
護
保
険
料
が
天

引
き
さ
れ
て
い
る
年
金
の
受
給
額
の
半

分
を
超
え
る
方

⑶
新
た
に
制
度
に
加
入
さ
れ
て
か
ら
特

別
徴
収
が
始
ま
る
ま
で
の
一
定
の
期
間

（
６
～
８
ヶ
月
程
度
）

■
保
険
料
の
減
免

　

保
険
料
の
お
支
払
い
が
困
難
な
場
合

は
福
祉
課
保
険
係
へ
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
災
害
、
失
業
な
ど
に
よ
る
所
得
の

大
幅
な
減
少
、
そ
の
他
特
別
の
事
情
で

生
活
が
著
し
く
困
窮
し
、
保
険
料
の
お

支
払
い
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険
料
の

減
免
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

均等割 1 人あたりの額

52,953 円
+

所得割 本人の所得に応じた額

11.79％（所得 - 最大 43 万円※）×

・制度改正による激変緩和措置として、令和 5 年の
基礎控除後の総所得金額等が 58 万円を超えない方
については、令和 6 年度の所得割率が 10.92％と
なります。

※前年の所得金額により控除額が異なる場合があり
ます。

1 年間の保険料
限度額 80 万円・100 円未満切り捨て

・１年間の保険料の上限額は 80 万円です。制度改正
による激変緩和措置として、令和 6 年度中に 75 歳に
到達して新たに被保険者となる方を除き、付加限度額
を段階的に引き上げます（令和 6 年度：73 万円→令
和 7 年度：80 万円）。
・所得の少ない人は、世帯主や被保険者の所得に応じ
て保険料が軽減されます。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月
割で計算します。

　

調
理
師
法
第
３
条
の
２
第
１
項
の
規

定
に
基
づ
く
調
理
師
試
験
を
、
次
の
と

お
り
実
施
し
ま
す
。

■
受
験
案
内

《
試
験
日
時
》令
和
６
年
８
月
22
日（
木
）

13
時
30
分 
～ 

16
時 

ま
で

令

和

６

年

度

調

理

師

試

験

《
試
験
地
》稚
内
市（
住
所
地
が
天
塩
町
・

遠
別
町
の
方
）

《
試
験
科
目
及
び
試
験
方
法
》
食
文
化

概
論
、
公
衆
衛
生
学
、
栄
養
学
、
食
品

学
、
食
品
衛
生
学
及
び
調
理
理
論
に
つ

い
て
の
筆
記
試
験

《
受
験
資
格
》
学
校
教
育
法
（
昭
和
22

年
法
律
第
26
号
）
第
57
条
に
規
定
す
る

者
で
、
多
数
人
に
対
し
て
飲
食
物
を
調

理
し
て
供
与
す
る
寄
宿
舎
、
学
校
、
病

院
等
の
施
設
又
は
飲
食
店
営
業
、
魚
介

類
販
売
業
、
そ
う
ざ
い
製
造
業
、
複
合

型
そ
う
ざ
い
製
造
業
に
掲
げ
る
営
業
に

お
い
て
令
和
６
年
５
月
17
日
ま
で
に
２

年
以
上
調
理
の
業
務
に
従
事
し
た
者

《
受
験
願
書
の
提
出
先
及
び
受
付
期
間
》

⑴
提
出
先
：
最
寄
り
の
保
健
所
又
は
支
所

⑵
受
付
期
間
：
令
和
６
年
５
月
７
日

（
火
）
か
ら 

５
月
17
日
（
金
）
ま
で

※ 

郵
送
の
場
合
、
５
月
17
日
（
金
）

ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け

付
け
ま
す
。

《
提
出
書
類
》

⑴
調
理
師
試
験
受
験
願
書
（
指
定
金
額
の

北
海
道
収
入
証
紙
を
貼
付
）
※
裏
面
は
調

理
業
務
経
歴
証
明
欄
と
な
っ
て
い
ま
す
。

⑵
調
理
師
試
験
受
験
者
整
理
カ
ー
ド 

⑶
調
理
師
試
験
入
力
通
知
書

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

北
海
道
留
萌
保
健
所
企
画
総
務
課
企
画
係

☎
０
１
６
４
（
４
２
）
８
３
２
６

北
海
道
留
萌
保
健
所
天
塩
支
所

☎
０
１
６
３
２
（
２
）
１
１
７
９

自
衛
官
等
採
用

試
験
の
ご
案
内

■
自
衛
隊
幹
部
候
補
生
（
一
般
）
大
卒

程
度
試
験

《
資
格
》
令
和
７
年
４
月
１
日
現
在
、

日
本
国
籍
を
有
し
、
22
歳
以
上
26
歳
未

満
の
者
（
20
歳
以
上
22
歳
未
満
の
者
は

大
卒
（
見
込
み
含
））

《
受
付
期
間
》令
和
６
年
３
月
１
日（
金
）

～
４
月
12
日
（
金
）

《
試
験
期
日
》
４
月
20
日
（
土
）

《
試
験
会
場
》
陸
上
自
衛
隊
旭
川
駐
屯

地
（
旭
川
市
春
光
町
）

■
一
般
曹
候
補
生
（
第
１
回
）

《
資
格
》
日
本
国
籍
を
有
し
、
採
用
予

定
月
の
１
日
現
在
、
18
歳
以
上
32
歳
以

下
の
男
女

《
受
付
期
間
》令
和
６
年
３
月
１
日（
金
）

～
５
月
７
日
（
火
）

《
試
験
期
日
》
５
月
18
日
（
土
）・
19
日

（
日
）
の
い
ず
れ
か
１
日

《
試
験
会
場
》
陸
上
自
衛
隊
旭
川
駐
屯

地
（
旭
川
市
春
光
町
）

■
自
衛
官
候
補
生

《
資
格
》
日
本
国
籍
を
有
し
、
採
用
予

定
月
の
１
日
現
在
、
18
歳
以
上
32
歳
以

下
の
男
女

《
受
付
期
間
》
年
間
を
通
じ
て
行
っ
て

お
り
ま
す
。

《
試
験
期
日
》
受
付
時
に
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

《
試
験
会
場
》
受
付
時
に
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

自
衛
隊
旭
川
地
方
協
力
本
部
稚
内
地
域

事
務
所

〒
０
９
７-

０
０
０
１　

稚
内
市
末
広

５
丁
目
６
番
１
号　

稚
内
地
方
合
同
庁

舎
５
階

☎
０
１
６
２
（
３
３
）
１
２
２
７
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Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｉ
ソ
ー
ラ
ン

祭
り
市
民
審
査
員
募
集

　

Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｉ
ソ
ー
ラ
ン
祭
り
実

行
委
員
会
で
は
「
市
民
審
査
員
」
を
募

集
し
ま
す
。
演
舞
を
観
て
感
じ
た
『
感

動
』
が
審
査
基
準
の
た
め
、
特
別
な
技

術
や
知
識
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

《
日
時
》
令
和
６
年
６
月
８
日
（
土
）

９
時
30
分
～
19
時
、
９
日
（
日
）
９
時

30
分
～
21
時
の
中
で
３
～
４
時
間

《
場
所
》
札
幌
市
中
央
区 

大
通
公
園
周

辺《
活
動
内
容
》
Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｉ
ソ
ー

ラ
ン
祭
り
に
お
け
る
演
舞
の
審
査

《
定
員
》
１
８
０
人
程
度
（
抽
選
）

《
申
込
》
令
和
６
年
４
月
１
日
（
月
）

～
26
日（
金
）
の
期
間
に
、ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
郵
送
で
申
し
込
み

下
さ
い
。
応
募
用
紙
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（https://w
w

w
.yosakoi-soran.

jp/

）
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

Ｙ
Ｏ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｉ
ソ
ー
ラ
ン
祭
り
実
行

委
員
会

☎
０
１
１
（
２
３
１
）
４
３
５
１

FAX
０
１
１
（
２
３
３
）
４
３
５
１

〒
０
６
０-

０
０
０
１　

札
幌
市
中
央

区
北
１
条
西
２
丁
目　

北
海
道
経
済
セ

ン
タ
ー
４
階

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

　

留
萌
保
健
所
で
は
、毎
月
定
例
日（
左

表
）
に
精
神
の
一
般
相
談
・
思
春
期
相

談
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　

こ
こ
ろ
の
問
題
で
お
悩
み
の
方
や
ご

家
族
の
方
、
支
援
に
困
っ
て
い
る
関
係

者
の
方
は
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
な
お
、
相
談
料
は
無
料
で
す
。
相

談
の
秘
密
は
厳
守
い
た
し
ま
す
。

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

留
萌
保
健
所 
健
康
推
進
課 

健
康
支
援
係

☎
０
１
６
４
（
４
２
）
８
３
２
７

FAX
０
１
６
４
（
４
２
）
８
２
１
６

※
受
付
時
間
：
平
日
８
時
45
分
～
17
時

30
分

開設日 時　間 会場 内　容
14 月 9 日（火） 13:00 ～ 15:00

留萌
保健所

精神相談
15 月 22 日（水） 14:00 ～ 16:00 思春期相談
6 月 7 日（金） 13:00 ～ 15:00 精神相談
7 月 25 日（木） 14:00 ～ 16:00 思春期相談
8 月 2 日（金） 13:00 ～ 15:00 精神相談
9 月 6 日（金） 13:00 ～ 15:00 精神相談

10 月 11 日（金） 10:00 ～ 12:00 思春期相談
11 月 12 日（火） 13:00 ～ 15:00 アルコール相談
12 月 10 日（火） 15:00 ～ 17:00 精神相談
1 月 7 日（火） 15:00 ～ 17:00 精神相談
2 月 4 日（火） 15:00 ～ 17:00 精神相談
3 月 11 日（火） 15:00 ～ 17:00 精神相談

5 月号へ掲載を

希望する方は、

4 月 10 日 （水）

までにお知らせください。

企画商工課広報情報係

掲載を希望される方へ

　

て
し
お
温
泉
「
夕
映
」
に
つ
き
ま
し

て
、
施
設
整
備
の
た
め
、
次
の
期
間
は

臨
時
休
館
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

《
期
間
》
令
和
６
年
４
月
16
日
（
火
）

～
19
日
（
金
） て

し
お
温
泉「
夕
映
」

臨
時
休
館
日
に
つ
い
て

協

会

け

ん

ぽ

か
ら
の
お
知
ら
せ

■
令
和
６
年
度
の
保
険
料
率
改
定

　
令
和
６
年
３
月
分
（
４
月
納
付
分
）
か

ら
、
健
康
保
険
料
率
は
10
．21
％
（
マ
イ

ナ
ス
０
．08
ポ
イ
ン
ト
）、
介
護
保
険
料

率
は
１
．60
％
（
マ
イ
ナ
ス
０
．22
ポ
イ

ン
ト
）
と
な
り
ま
す
。
ご
自
身
の
健
康
づ

く
り
や
医
療
の
か
か
り
方
な
ど
を
振
り
返

り
、
よ
り
最
適
な
行
動
を
す
る
こ
と
が
将

来
的
な
北
海
道
の
医
療
費
上
昇
、
保
険
料

率
の
伸
び
を
抑
え
る
こ
と
に
も
繋
が
り
ま

す
の
で
、
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

■
さ
ら
に
お
得
に
な
る
「
生
活
習
慣
病
予

防
健
診
」
の
ご
案
内

　
協
会
け
ん
ぽ
で
は
、
35
～
74
歳
の
被
保

険
者
の
方
を
対
象
に
「
生
活
習
慣
病
予
防

健
診
」
を
実
施
し
て
お
り
、
年
度
内
お
一

人
様
１
回
限
り
、
健
診
費
用
の
一
部
を
補

助
し
て
い
ま
す
。
令
和
５
年
４
月
か
ら

は
、
よ
り
多
く
の
方
に
受
診
い
た
だ
く
た

め
に
自
己
負
担
額
を
７
，１
６
９
円
か
ら

５
，２
８
２
円
に
軽
減
い
た
し
ま
す
。
ま

た
、
定
期
健
康
診
断
の
検
査
項
目
に
加
え

て
、
５
大
が
ん
検
診
を
含
め
充
実
し
た
健

診
項
目
を
ご
用
意
し
て
い
る
ほ
か
、
令
和

６
年
４
月
か
ら
は
付
加
健
診
（
節
目
の
年

齢
で
受
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
よ
り
詳
細

な
健
診
）
の
対
象
年
齢
が
大
幅
に
拡
大
し

ま
す
。
協
会
け
ん
ぽ
の
お
得
で
充
実
し
た

内
容
の
「
生
活
習
慣
病
予
防
健
診
」
を
ぜ

ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
！

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
◆

全
国
健
康
保
険
協
会
（
協
会
け
ん
ぽ
）

北
海
道
支
部

☎
㈹
０
１
１
（
７
２
６
）
０
３
５
２

　暖かくなり、この時期は雨の降る日も多くなってきま
す。市街地の積雪は日ごとに減っていきますが、山間部
ではまだ多くの積雪が残っており、雪解け水が河川に流
れ込み、雨水が加わると河川の水かさが増え流れも急激
に速くなります。　　
　河川の増水により氾濫することもあり大変危険です。
気温の上昇や降水により雪解けが進み、土砂災害や浸水
のおそれがあるときは「融雪注意報」を発表しますので、
お出かけの際には、最新の防災気象情報を利用して気象
災害から身を守りましょう。

◆お問い合わせ先◆
旭川地方気象台
☎０１６６（３２）７１０２
https://www.data.jma.go.jp/
asahikawa/index.html

融雪期の気象災害について

Google Play▶
（AndroidOS の方）

（iOS の方）
◀ App Store

@InfoCanal
ダウンロードはこちらから！
（アットインフォカナル）

防災情報配信システム


